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令和元年（2019年）６月４日

・第４４号議案 越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

越谷市監査委員井上茂平氏の任期満了（令和元年（2019年）６月２９日）に伴い後任委員を

選任することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：井 上 茂 平（いのうえ・もへい） 

略  歴：税理士 

     越谷市代表監査委員 

・第４５号議案 越谷市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

越谷市公平委員会委員澤田裕二氏の任期満了（令和元年（2019年）７月６日）に伴い後任委

員を選任することについて、議会の同意を求めるもの 

《後任委員》 

氏  名：澤 田 裕 二（さわだ・ゆうじ） 

略  歴：社会保険労務士 

     越谷市公平委員会委員長 

・第４６号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員島村憲子氏の任期満了（令和元年（2019年）９月３０日）に伴い後任委員候補

者を推薦することについて、議会の意見を求めるもの 

 《後任委員候補者》 

氏  名：島 村 憲 子（しまむら・のりこ） 

略  歴：元越谷市立出羽小学校長 

       人権擁護委員 

越 谷 市

令和元年６月定例会議案概要 
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・第４７号議案 越谷市税条例等の一部を改正する条例制定について 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

⑴ 個人市民税関係 

  ① 未婚のひとり親に係る非課税措置《令和３年１月１日から施行》 

    児童扶養手当の支給を受けており、前年合計所得金額が１３５万円以下である未婚のひ

とり親（単身児童扶養者）を非課税措置の対象に追加するもの 

  ② 住宅借入金等特別税額控除制度における控除期間の特例《公布の日から施行》 

    令和元年（2019年）１０月１日から令和２年（2020年）１２月３１日までの間に消費税

率１０％により住宅を取得・入居した場合の住宅借入金等特別税額控除の期間を３年間

（１０年間→１３年間）延長し、令和１５年度までとするもの 

⑵ 法人市民税関係《令和２年４月１日から施行し、同日以後に開始する事業年度分から適用》

   資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人等は電子申告が義務付けられるが、電気

通信回線の故障等により電子申告が困難な場合は、書面による申告書の提出を可能とするも

の 

 ⑶ 軽自動車税関係 

  ① 環境性能割税率の臨時的軽減措置《令和元年１０月１日から施行》 

    令和元年（2019年）１０月１日から令和２年（2020年）９月３０日までの間に取得する

自家用乗用車に係る環境性能割※の税率を１％軽減するもの 

※ 環境性能割の課税標準  新 車：販売価格 

中古車：新車販売価格×経過年数に応じて総務大臣が定める割合 

  ② 不正認定による環境性能割税率の軽減に係る不足額の賦課徴収の特例 

    不正を行った自動車製造者等を納税義務者とみなして軽減税額分である不足額（１０％

加算した額）を賦課徴収するもの《令和元年１０月１日から施行》 

  ③ 種別割グリーン化特例（軽課制度） 

   ア 適用期限を２年延長し、令和元年度・２年度中の新規取得車両について軽課税率を適

用するもの《令和元年１０月１日から施行》 

   イ 適用対象車両を電気軽自動車・天然ガス軽自動車である自家用乗用車に限定し、令和

３年度・４年度中の新規取得車両について軽課税率を適用するもの 

《令和３年４月１日から施行》 

⑷ 固定資産税関係《公布の日から施行》 

   高規格堤防の整備事業による建替家屋に係る固定資産税の減額措置の創設に伴い、その適

用を受けるための規定を整備するもの 

・第４８号議案 越谷市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 

地方税法の一部が改正されたことに伴い、引用条項の改正を行うもの。公布の日から施行 
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・第４９号議案 越谷市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

⑴ 土木手数料関係《公布の日から施行》 

   建築基準法の一部が改正されることに伴い、土木手数料を新設するもの 

項  目 手数料の額 

用途地域における特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転についての

許可申請に係る審査手数料 
１２０,０００円

日常生活に必要な建築物で、居住環境の悪化を防止するために必要な措置が

講じられているものの用途地域における建築についての特例許可申請に係る審

査手数料 

１４０,０００円

前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を

越えない建築物等の建蔽率に関する制限の適用除外等に係る許可申請に係る

審査手数料 

３３,０００円

１の既存不適格建築物について２以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を

行う場合の全体計画の認定申請及び全体計画の変更の認定申請に係る審査手

数料 

２７,０００円

建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の許可申請に係る審査手

数料 
１２０,０００円

建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する場合の許可申請に係る審

査手数料 
１６０,０００円

 ⑵ 消防手数料関係《令和元年１０月１日から施行》 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されることに伴い、浮き屋根式特

定屋外タンク貯蔵所等の設置許可申請に係る審査手数料の額を政令による標準額と同額に引

き上げるもの 

項  目 現 行 改定後 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上 

50,000キロリットル未満のもの 
１,５８０,０００円 １,５９０,０００円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上 

100,000キロリットル未満のもの 
１,９４０,０００円 １,９５０,０００円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上

200,000キロリットル未満のもの 
２,２６０,０００円 ２,２７０,０００円

・第５０号議案 越谷市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

工業標準化法の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの

 ⑴ 日本工業規格（JIS）が日本産業規格（JIS）に改められることに伴う条文整備 

 《令和元年７月１日から施行》 

 ⑵ 住宅用防災機器の設置が義務付けられている共同住宅、一般住宅等に特定小規模施設用自

動火災報知設備を設置した場合は、住宅用防災機器の設置を免除するもの 

《公布の日から施行》 



- 4 - 

・第５１号議案 越谷市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

子ども・子育て支援法の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの。令和元年 

１０月１日から施行 

 ⑴ 幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額を０円とするもの 

認定区分 施  設 
利用者負担額 

（基本の保育料） 

１号認定 

（３歳以上・教育認定）

幼稚園 

認定こども園（教育部分） 
０円 

２号認定 

（３歳以上・保育認定）

保育所 

認定こども園（保育部分） 

３号認定 

（３歳未満・保育認定）

保育所 

認定こども園（保育部分） 

地域型保育 

市町村民税非課税世帯０円 

 ⑵ 幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等の利用に際し、虚偽の文書の提

出等をした保護者、事業者等に対し、１０万円以下の過料を科すもの 

・第５２号議案 越谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（省令）の一部が改正されたことに伴い、省

令に従い、同様の改正を行うもの。公布の日から施行 

⑴ 連携施設（家庭的保育事業者等に対して連携協力を行う施設）の確保義務の緩和 

現 行 改正後 

代替保育※１

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

小規模保育事業者（Ａ型・Ｂ型）等 

卒園後の受け皿※2

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

定員 20 人以上の認可外保育施設等 

※１ 代替保育・・・家庭的保育事業者等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、

当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。 

※２ 卒園後の受け皿・・・家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（３歳未満）を、当

該保育の提供の終了に際して、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供することをいう。 

⑵ 連携施設の確保義務の適用猶予期間を５年延長し、令和７年（2025年）３月３１日までと

するもの 
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⑶ 家庭的保育事業における食事の提供に係る搬入施設の追加 

現 行 改正後 

搬

入

施

設

① 連携施設（幼稚園、保育所、認定こども園） 

② 同一・関連法人の運営する小規模保育事

業所等 

① 連携施設（幼稚園、保育所、認定こども園） 

② 同一・関連法人の運営する小規模保育事

業所等 

③ 保育所等から調理業務を受託している事業

者のうち、利用乳幼児の発達段階に応じた食

事の提供等ができる者等 

・第５３号議案 越谷市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、災害援護資金の貸付利率

及び保証人について所要の改正を行うもの。公布の日から施行し、平成３１年４月１日以後に

生じた災害から適用 

現 行 改正後

利 率 
据置期間中（３年） 無利子 据置期間中（３年）

無利子 
据置期間経過後 年３％ 据置期間経過後 

保証人 要 不要 

・第５４号議案 越谷市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を

定める条例制定について 

地方自治法施行令の一部が改正され、指定障害児通所支援事業者の指定等に関する事務が、

都道府県から中核市へ移譲されたことに伴い、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等

に関する基準を定めるもの。公布の日から施行 

・第５５号議案 越谷市固定系デジタル防災行政無線整備工事請負契約の締結について 

⑴ 契約の目的：越谷市固定系デジタル防災行政無線整備工事 

⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

⑶ 契 約 金 額：８億８,１７５万３,４００円 

⑷ 履 行 期 限：令和３年（2021年）３月２５日 

⑸ 契約の相手方：日本電気株式会社 関東甲信越支社 

⑹ 設備の概要：親局設備（一式）、再送信子局設備（一式）、屋外拡声子局設備（一式）、 

戸別受信機設備（一式）、発令判断支援設備（一式）、防災アプリ（一式）、

避難所Wi-Fi設備（一式）、テレビ会議システム設備（一式） 
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・第５６号議案 越谷市森林環境譲与税基金条例制定について 

  森林環境譲与税の創設に伴い、森林の整備及びその促進に関する施策の実施に資するため、

基金を設置するもの。公布の日から施行 

・第５７号議案 越谷市立川柳小学校校舎増築工事（建築）請負契約の締結について 

⑴ 契約の目的：越谷市立川柳小学校校舎増築工事（建築） 

⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

⑶ 契 約 金 額：３億６,９６０万円 

⑷ 履 行 期 限：令和２年（2020年）９月３０日 

⑸ 契約の相手方：髙元建設株式会社 

⑹ 構   造：鉄筋コンクリート造 ４階建 

⑺ 規   模：１階 ２５１.２７㎡ 

２階 ２５１.２７㎡ 

３階 ２５１.２７㎡ 

４階 ２４６.０６㎡ 

計  ９９９.８７㎡ 

《参考》 電気設備 ： 太洋電設工業㈱ ７,１８０万４,７００円 

 機械設備 ： ㈱協和設備   １億５４万円 

・第５８号議案 令和元年度越谷市一般会計補正予算（第１号）について 

【問合せ】総務部法務課

電 話 ０４８－９６３－９１３０


